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広島市告示（安佐南区）第７２号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ３ ０ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１２号

２　指定年月日　　平成２７年６月３０日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区大町西三丁目の１２２７番１

の一部及び１２２７番３の一部

４　幅員及び延長　幅員　　４．５０ｍ

　　　　　　　　　延長　３０．７０ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６４号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月１日から同月１５日まで，安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別

敷地の
幅員
（ｍ）

敷地の
延長
（ｍ）

市　道
安佐北４
区３５５
号線

安佐北区安佐町
大字飯室字槇原
表５３２番１地
先から
安佐北区安佐町
大字飯室字槇原
表５１０番１地
先まで

旧
2.30
～
7.80

126.60

新
2.70
～
11.10

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６５号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月１日から同月１５日まで安佐

北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
４区３�
５５号
線

安佐北区安佐町大字飯室字槇
原表５３２番１地先から
安佐北区安佐町大字飯室字槇
原表５１０番１地先まで

平成２７年６月
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６６号

の規定に基づき，平成２６年８月１２日付けで不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した大原台町内会（旧

代表者　清水　弘明）について，次のとおり告示事項を変更しま

した。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及びその内容

１　区域

　広島市安佐南区伴東八丁目１番から１８番２５，２６，２�

９，３１，３２，３４，１９番から３９番，４０番（但し，３３，

３４，５９－１号，５９－２号を除く。），４１番から８０番

　広島市安佐南区伴東七丁目２４番２７－１，２７－３，２７－

５，２７－７

２　代表者の氏名及び住所

氏　名　　西村　昌平

住　所　　広島市安佐南区伴東八丁目５５番１０号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７０号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ９ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように変更しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１１号

２　指定年月日　　平成２７年６月２９日

３　道路の位置　�　広島市安佐南区祇園一丁目の８６番２の一

部，８６番４の一部，８８番２，８９番２

４　幅員及び延長　幅員　　４．００ｍ

　　　　　　　　　延長　７９．８８ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７１号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１８年１０月１８日付けで不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した瀬戸内苑団地自

治会（旧代表者　大神　和夫）について，次のとおり告示事項を

変更しました。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及びその内容

１　区　域

広島市安佐南区伴東二丁目３９番から同５０番までの区域

２　事務所

広島市安佐南区伴東二丁目４９番２－２号

３　代表者の氏名及び住所

氏　名　　保田　　強

住　所　　広島市安佐南区伴東二丁目４９番２－２号
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広島市告示（安佐北区）第７０号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ３ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月３日から同月１７日まで安佐

北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別

敷地の
幅員
（m）

敷地の
延長
（m）

県　道 大林井原
線

安佐北区白木町
大字井原字多朗
丸４６５４番４
地先から
安佐北区白木町
大字井原字多朗
丸４６６１番２
地先まで

旧
2.80
～
10.00

107.60

新
9.15
～
14.70

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７１号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ３ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月３日から同月１７日まで安佐

北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

県　道 大林井
原線

安佐北区白木町大字井原字多
朗丸４６５４番４地先から
安佐北区白木町大字井原字多
朗丸４６６１番２地先まで

平成２７年６月
３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７２号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ３ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成８年１０月１１日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した名原自治会（代

表者　山真　浩次）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

　　事務所及び代表者の氏名住所

２　変更の内容

旧 新

事 務 所 広島市安佐北区安佐町大
字久地２４７０番地

広島市安佐北区安佐町大
字久地２７３５番地

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６７号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ 日

　可部駅東口駐輪場，可部駅西口北側駐輪場，可部駅西口南側駐

輪場，安芸矢口駅駐輪場，安芸矢口駅前駐輪場，下深川駅北口駐

輪場，下深川駅南口駐輪場及び玖村駅駐輪場内に，長期間駐車さ

れていた別紙自転車等については，平成２７年５月２９日に広島

市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６８号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，平成２７年６月２日から同月１６日まで，広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

里道

旧 安佐北２区６２�
５号里道

安佐北区上深川町１０８８番２
地先から
同所１０８９番地先まで

新 安佐北２区６２�
５号里道

安佐北区上深川町１０８８番２
地先から
同所１０８８番５地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６９号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ 日

　次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。

　その関係図面は，平成２７年６月２日から同月１６日まで，広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 水路名 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ３－Ｆ２－Ｈ五
反庄－２５－４４
号水路

安佐北区上深川町１０８９番地先
から
同所１０８９番地先まで
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市　道
安佐北１
区１１７
号線

安佐北区白木町
大字志路字汗平
迫６９６５番３
地先から
安佐北区安佐町
大字志路字汗平
迫６９６５番１
地先まで

旧
4.60
～
13.00

17.50

新
4.60
～
13.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７６号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ １ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月１１日から同月２５日まで，

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
１区１�
１７号
線

安佐北区白木町大字志路字汗
平迫６９６５番３地先から
安佐北区白木町大字志路字汗
平迫６９６５番１地先まで

平成２７年６月
１１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７７号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ １ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月１１日から同月２５日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別

敷地の
幅員
（ｍ）

敷地の
延長
（ｍ）

市　道
安佐北１
区９７号
線

安佐北区白木町
大字井原字日詰
６６７番地先か
ら
安佐北区白木町
大字井原字日詰
６６７番地先ま
で

旧
5.40
～
6.50

2.40

新
5.40
～
9.30

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７８号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ １ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月１１日から同月２５日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

代表者の
氏名住所

山真　浩次
広島市安佐北区安佐町大
字久地２４７０番地

佐々村　修
広島市安佐北区安佐町大
字久地２７３５番地

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７３号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ３ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１５年１０月６日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した三日市町内会

（代表者　貞丸　敏夫）について，次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

　　事務所及び代表者の氏名住所

２　変更の内容

旧 新

事 務 所 広島市安佐北区白木町大
字三田６７４番地１

広島市安佐北区白木町大
字三田１３９番地

代表者の
氏名住所

貞丸　敏夫 永井　通晃
広島市安佐北区白木町大
字三田６７４番地１

広島市安佐北区白木町大
字三田１３９番地

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７４号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ４ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　第１号

２．指定年月日　平成２７年６月４日

３．道路の位置�　広島市安佐北区可部東五丁目３４６番４，３４�

６番５，３７３番２，３７８番２

４．幅員及び延長　幅員　　４．１０～４．４２，６．７０メートル

　　　　　　　　　延長　２４．０３メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７５号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ １ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月１１日から同月２５日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別

敷地の
幅員
（ｍ）

敷地の
延長
（ｍ）
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広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　第２号

２．指定年月日　平成２７年６月２２日

３．道路の位置　�広島市安佐北区可部東一丁目１２２９番地２の

一部

４．幅員及び延長　幅員　　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　　４．００メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８２号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ３ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月２３日から同年７月７日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別

敷地の
幅員
（ｍ）

敷地の
延長
（ｍ）

市　道
安佐北４
区３１３
号線

安佐北区安佐町
大字小河内字津
ヶ山９３３番１
地先から
安佐北区安佐町
大字小河内字津
ヶ山９３３番１
地先まで

旧
2.90
～
2.95

7.00

新
4.85
～
5.25

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８３号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ３ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月２３日から同年７月７日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
４区３�
１３号
線

安佐北区安佐町大字小河内字
津ヶ山９３３番１地先から
安佐北区安佐町大字小河内字
津ヶ山９３３番１地先まで

平成２７年６月
２３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８４号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ３ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月２３日から同年７月７日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安佐北
１区９�
７号線

安佐北区白木町大字井原字日
詰６６７番地先から
安佐北区白木町大字井原字日
詰６６７番地先まで

平成２７年６月
１１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７９号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ １ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成６年２月１４日付けで，不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した氏之原自治会（代

表者　塩見　幸嗣）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

　　代表者の氏名住所

２　変更の内容

旧 新

代表者の
氏名住所

塩見　幸嗣 大西　貴子

広島市安佐北区小河原町
１１３番地１４

広島市安佐北区小河原町
１４６５番地５

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８０号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ ５ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成８年１０月２４日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した小野原中自治会

（代表者　中村　三郎）について，次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

　　事務所及び代表者の氏名住所

２　変更の内容

旧 新

事 務 所
広島市安佐北区安佐町大
字久地２１００番地１

広島市安佐北区安佐町大
字久地２２６５番地２

代表者の
氏名住所

中村　三郎
広島市安佐北区安佐町大
字久地２１００番地１

田村　邦夫
広島市安佐北区安佐町大
字久地２２６５番地２

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８１号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ２ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般縦覧に供します。
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広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

県　道 広島豊
平線

安佐北区安佐町大字久地字丸
山３６２４番１地先から
安佐北区安佐町大字久地字丸
山３６２５番３地先まで

平成２７年６月
２３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８８号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ４ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，平成２７年６月２４日から同年７月８日ま

で，広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 水路名 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ４－Ｆ３－Ｖ　
迫平－１０－３７
号水路

安佐北区可部七丁目５７２番１地
先から
同所５６７番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８９号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ４ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，平成２７年６月２４日から同年７月８日ま

で，広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

水路

旧
Ｋ４－Ｆ３－Ｖ
　迫平－１０－
３７号水路

安佐北区可部七丁目５７２番１
地先から
同所５６７番１地先まで

新
Ｋ４－Ｆ３－Ｖ
　迫平－１０－
３７号水路

安佐北区可部七丁目５７２番１
地先から
同所５７１番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９０号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成５年１１月２４日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した筒瀬親和会（代

表者　下家　義信）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項　　事務所

２　変更の内容

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別

敷地の
幅員
（ｍ）

敷地の
延長
（ｍ）

市　道
安佐北４
区３４９
号線

安佐北区安佐町
大字飯室字向田
５４０６番２地
先から
安佐北区安佐町
大字飯室字向田
５４０６番２地
先まで

旧
3.80
～
3.90

6.40

新
3.90
～
6.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８５号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ３ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月２３日から同年７月７日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
４区３�
４９号
線

安佐北区安佐町大字飯室字向
田５４０６番２地先から
安佐北区安佐町大字飯室字向
田５４０６番２地先まで

平成２７年６月
２３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８６号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ３ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月２３日から同年７月７日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別

敷地の
幅員
（ｍ）

敷地の
延長
（ｍ）

県　道 広島豊平
線

安佐北区安佐町
大字久地字丸山
３６２４番１地
先から
安佐北区安佐町
大字久地字丸山
３６２５番３地
先まで

旧
12.80
～
14.20

9.80

新
14.20
～
47.70

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８７号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ３ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月２３日から同年７月７日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
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３　認定年月日

平成２７年６月１９日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５２号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５３号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ２ 日

　安芸区駐輪場内に，長期間駐車されていた下記の車両について

は，６月１９日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたの

で，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない車両については，処分

します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８２号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８３号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ５ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月５日から平成２７年６月１９

日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道
佐伯２区
１４５号
線

佐伯区八幡東三
丁目３７６番地
３地先から
佐伯区八幡東三
丁目３７７番地
３地先まで

旧

メートル
3.77
～
3.98

メートル

24.20

新

メートル
4.10
～
4.10

メートル

24.20

旧 新

事 務 所 広島市安佐北区安佐町大
字筒瀬４５９番地３

広島市安佐北区安佐町大
字筒瀬１３４２番地１

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４８号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ５ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，平成２７年６月５日から同年６月１９日ま

で，広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 安芸１区１５８２
号里道

中野四丁目２７１６番地先から２７�
１６番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４９号

平 成 ２ ５ 年 ６ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例１２条第１項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５０号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ９ 日

　安芸区駐輪場内に，長期間駐車されていた下記の車両について

は，６月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたので，

告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない車両については，処分

します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５１号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ ９ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条第２項の規

定に基づき，一定の複数建築物に対する特例を下記の一団地につ

いて認定しました。

　この関係図書は，広島市安芸区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　一団地の区域

広島市安芸区矢野東二丁目の１－１３０，１－１５３の一

部，１－１５４，１－１５５，１－１５６及び１－１５７

２　認定番号

第Ｈ２７認定通知広島市建７０００１号
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条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８７号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ １ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　平成２７年６月１１日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区五日市中央七丁目１９９８番

５，２０４８番１，２０４９番１，２０５０番

１，２０５０番２，２０５０番１２の各一部及

び２０５０番１地先里道

４　幅員及び延長　幅員　　　４．０５　メートル　～

　　　　　　　　　　　　　　４．２５　メートル、

　　　　　　　　　　　　　　６．０５　メートル

　　　　　　　　　延長　　４６．１３　メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８８号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８９号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ ７ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，平成２７年６月１２日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

市　道
佐伯２区
１４５号
線

佐伯区八幡東三
丁目３７８番地
３地先から
佐伯区八幡東三
丁目３７８番地
３地先まで

旧

メートル
3.96
～
4.10

メートル

4.50

新

メートル
4.10
～
4.10

メートル

4.50

市　道
佐伯２区
１６６号
線

佐伯区八幡東三
丁目３４５番地
７地先から
佐伯区八幡東三
丁目３４５番地
７地先まで

旧

メートル
4.20
～
5.40

メートル

2.50

新

メートル
4.20
～
7.50

メートル

2.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８４号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月５日から平成２７年６月１９

日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

道路
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯２
区１４�
５号線

佐伯区八幡東三丁目３７６番
地３地先から
佐伯区八幡東三丁目３７７番
地３地先まで

平成２７年６月
５日

市　道
佐伯２
区１４�
５号線

佐伯区八幡東三丁目３７８番
地３地先から
佐伯区八幡東三丁目３７８番
地３地先まで

平成２７年６月
５日

市　道
佐伯２
区１６�
６号線

佐伯区八幡東三丁目３４５番
地７地先から
佐伯区八幡東三丁目３４５番
地７地先まで

平成２７年６月
５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８５号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８６号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市
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広島市告示（佐伯区）第９４号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

区 告 示
広島市中区告示第５号

平成２７年６月２３日

　自動車の臨時運行許可に関する取扱規則（昭和２７年広島市規

則第５１号）第２条第５項の規定に基づき，次の番号の自動車臨

時運行許可番号標が失効したことを告示します。

広島市中区長　　和　田　厚　志

自動車臨時運行許可番号標番号

広島　１０－０１

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区告示第９号

平成２７年６月２日

　自動車臨時運行に関する取扱規則（昭和２７年６月３０日告

示）第２条第５項の規定により，次の自動車臨時運行許可番号標

は失効しました。

広島市南区長　　田　原　範　朗

　自動車臨時運行許可番号標　　広島　　１８－３９

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区告示第１０号

平成２７年６月１１日

　下記の者について，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので，同条第

４項の規定により公示する。

広島市南区長　　田　原　範　朗

記

氏名 住民票の住所 職権処理の内容

伊藤　浩二 広島市南区宇品御幸四丁目１�
１番２０－４０２号 消　除

中村　博文 広島市南区宇品御幸四丁目２�
０番１６号 消　除

俵　信文 広島市南区宇品御幸五丁目１�
１番２０－５０３号 消　除

竹之内　昭男 広島市南区皆実町一丁目１９
番１８号 消　除

広島市告示（佐伯区）第９０号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９１号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ３ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年６月２３日から同年７月７日まで

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道
佐伯４区
４３４号
線

佐伯区五日市町
大字美鈴園１２
番地１５地先か
ら
佐伯区五日市町
大字美鈴園１２
番地９地先まで

旧

メートル
5.50
～
7.50

メートル

21.00

新

メートル
4.50
～
5.50

メートル

21.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９２号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９３号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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広島市安佐南区長　　谷　山　勝　彦

（２６年度の状況）� （安佐南区市民課）

申出者の氏名
利用目的の
概要

閲覧
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

日本放送協会
会長　籾井　勝人

６月全国視
聴率調査

平成26年
5月13日

大町東二丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　西澤　豊

市民意識に
関する国際
比較調査

平成26年
5月14日

長楽寺一丁目

株式会社　サーベ
イリサーチセンタ
ー
代表取締役　藤澤
　士朗

家計消費状
況調査

平成26年
5月28日

大町東一丁目・二丁目

株式会社　中国新
聞社
代表取締役社長　
岡谷　義則

広島市広域
商圏調査

平成26年
6月17日

東野二丁目，大町西一丁
目，毘沙門台三丁目，安東
四丁目，上安三丁目，上安
七丁目，相田二丁目，高取
南二丁目，長楽寺一丁目，
古市三丁目，中筋二丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　西澤　豊

環境問題に
関する世論
調査

平成26年
7月15日 大町西一丁目

株式会社　サーベ
イリサーチセンタ
ー
代表取締役　藤澤
　士朗

家計消費状
況調査

平成26年
7月23日 相田三丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　西澤　豊

女性の活躍
推進に関す
る世論調査

平成26年
8月14日 古市二丁目

株式会社　ナビッ
ト
代表取締役　福井
　泰代

市民の社会
貢献に関す
る実態調査

平成26年
9月9日

市民課管内全域（沼田，佐
東，祇園出張所管内を除く）

一般社団法人　新
情報センター
会長　安藤　昌弘

家計消費状
況調査

平成26年
11月5日 相田五丁目

（２６年度の状況）� （安佐南区市民課）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

一般社団法人　新
情報センター
会長　安藤　昌弘

消費者意識
基本調査

平成26年
11月13日 中須一丁目

株式会社　日本リ
サーチセンター
代表取締役社長　
鈴木　稲博

生活意識に
係るアンケ
ート調査

平成26年
12月4日 高取南一丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　西澤　豊

自衛隊・防
衛問題に関
する世論調
査

平成26年
12月10日 高取南三丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　西澤　豊

社会意識に
関する世論
調査

平成26年
12月10日 高取南一丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　西澤　豊

少子高齢化
社会におけ
る社会階層
と移動に関
する全国調
査研究

平成27年
1月8日 安東四丁目

山下　末博 広島市南区皆実町五丁目７番
２号 消　除

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区告示第２号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ ２ 日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市安佐南区長　　谷　山　勝　彦

（２６年度の状況）� （安佐南区市民課）

国又は地方
公共団体の
機関の名称

請求事由の
概要 閲覧の年月日 閲覧に係る

住民の範囲

防衛省
自衛隊広島
地方協力本
部

自衛官等の
募集に伴う
広報

平成26年12月3日

市民課管内全域
（沼田，佐東，
祇園出張所管内
を除く）

（佐東出張所）

国又は地方
公共団体の
機関の名称

請求事由の
概要 閲覧の年月日 閲覧に係る

住民の範囲

防衛省
自衛隊広島
地方協力本
部

自衛官等の
募集に伴う
広報

平成26年12月16日 佐東出張所管内

（祇園出張所）

国又は地方
公共団体の
機関の名称

請求事由の
概要 閲覧の年月日 閲覧に係る

住民の範囲

防衛省
自衛隊広島
地方協力本
部

自衛官等の
募集に伴う
広報

平成26年12月1日 祇園出張所管内

（沼田出張所）

国又は地方
公共団体の
機関の名称

請求事由の
概要 閲覧の年月日 閲覧に係る

住民の範囲

防衛省
自衛隊広島
地方協力本
部

自衛官等の
募集に伴う
広報

平成26年12月10日 沼田出張所管内

備考�　公表の対象は，閲覧日が平成２６年４月１日から平成２７

年３月３１日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区告示第３号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 １ ２ 日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。
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一般社団法人　中
央調査社
会長　西澤　豊

新聞及びウ
ェブ利用に
関する総合
調査

平成26年
7月17日 長束五丁目

株式会社　サーベ
イリサーチセンタ
ー
代表取締役　藤澤
　士朗

家計消費状
況調査

平成26年
7月23日 山本四丁目・七丁目

株式会社　インテ
ージリサーチ
代表取締役社長　
井上　孝志

家庭からの
二酸化炭素
排出量の推
計に係る実
態調査全国
試験調査

平成26年
8月19日 東原一丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　西澤　豊

２０１４年
１１月全国
放送サービ
ス接触動向
調査

平成26年
10月8日 山本九丁目

一般社団法人　新
情報センター
会長　安藤　昌弘

家計消費状
況調査

平成26年
10月30日 東原一丁目，山本五丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　西澤　豊

平成２６年
度食育に関
する意識調
査

平成26年
11月11日 西原三丁目

株式会社　ビデオ
リサーチ
代表取締役社長　
秋山　創一

全国たばこ
喫煙者調査

平成27年
1月20日 長束三丁目

一般社団法人　新
情報センター
会長　安藤　昌弘

家計消費状
況調査

平成27年
2月3日

山本新町二丁目，山本二
丁目，西原八丁目

株式会社　サーベ
イリサーチセンタ
ー
代表取締役　戸祭
　浩

広島市土砂
災害被災地
域における
ライフライ
ン情報ニー
ズ調査

平成27年
2月25日

長束西一丁目・二丁目
山本三丁目・六丁目

（平成２６年度の状況）� （沼田出張所）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

株式会社　日本リ
サーチセンター
代表取締役社長　
鈴木稲博

家計の金融
行動に関す
る世論調査

平成26年
4月15日 伴南一丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　西澤　豊

２０１４年
６月全国放
送サービス
接触動向調
査

平成26年
5月14日 沼田町大字伴

株式会社　中国新
聞社
代表取締役社長　
岡谷　義則

広島市広域
商圏調査

平成26年
6月18日

伴南一丁目，伴北七丁目
大塚西七丁目，沼田町大
字阿戸

株式会社　毎日新
聞社
取締役社長　朝比
奈　豊

世論調査の
対象者を無
作為抽出す
るため

平成26年
6月12日 大塚西六丁目

一般社団法人　新
情報センター
会長　安藤　昌弘

調査の対象
者名簿作成
のため
調査名「戦
後７０年に
関する意識
調査」

平成26年
10月14日 伴東八丁目

一般社団法人　新
情報センター
会長　安藤　昌弘

男女のあり
方と社会意
識に関する
調査

平成27年
1月28日 長楽寺一丁目

一般社団法人　新
情報センター
会長　安藤　昌弘

家計消費動
向調査

平成27年
2月3日

高取南三丁目，長楽寺三丁
目

一般社団法人　中
央調査社
会長　西澤　豊

「世論」形
成と情報利
用に関する
世論調査

平成27年
2月26日 中須二丁目

（２６年度の状況）� （佐東出張所）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧年月
日

閲覧に係る
住民の範囲

株式会社　日本リ
サーチセンター
代表取締役社長　
鈴木　稲博

生活意識に
関するアン
ケート調査

平成26年
6月19日 緑井七丁目

株式会社　中国新
聞社
代表取締役社長　
岡谷　義則

広島市広域
商圏調査

平成26年
6月24日

川内四丁目・六丁目
八木三丁目・七丁目
緑井二丁目・七丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　西澤　豊

高齢者の日
常生活に関
する意識調
査

平成26年
11月11日 川内五丁目

株式会社　ビデオ
リサーチ
代表取締役社長　
秋山　創一

全国たばこ
喫煙者調査

平成27年
1月15日 川内四丁目

株式会社　日本リ
サーチセンター
代表取締役社長　
鈴木　稲博

生活意識に
関するアン
ケート調査

平成27年
2月18日 川内五丁目・六丁目

株式会社　サーベ
イリサーチセンタ
ー
代表取締役　戸祭
　浩

広島市土砂
災害被災地
域における
ライフライ
ン情報（生
活情報）ニ
ーズ調査

平成27年
2月24日

八木四丁目・八丁目
緑井二丁目・六丁目・八
丁目

（２６年度の状況）� （祇園出張所）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

一般社団法人　新
情報センター
会長　安藤　昌弘

国民生活に
関する世論
調査

平成26年
5月28日 長束西四丁目

株式会社　サーベ
イリサーチセンタ
ー
代表取締役　藤澤
　士朗

家計消費状
況調査

平成26年
5月28日 長束西五丁目

株式会社　中国新
聞社
代表取締役社長　
岡谷　義則

広島市広域
商圏調査

平成26年
6月17日

長束三丁目，長束西三丁
目，
東原一丁目，
西原三丁目・八丁目，
山本三丁目・五丁目，
祇園一丁目・七丁目，
山本新町二丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　西澤　豊

６０代の雇
用・生活調
査

平成26年
6月19日 山本新町二丁目・三丁目
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至　平成２７年６月３０日

４　施行地区

広島市南区京橋町６番１

５　第一種市街地再開発事業の施行認可の年月日

平成２３年６月１７日

６　第一種市街地再開発事業の終了の認可の年月日

平成２７年６月２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

公　　　　　　　告

　広島農業振興地域整備計画（以下「計画」という。）を変更

し，農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８

号。以下「法」という。）第１３条第４項において準用する同法

第１１条第１項の規定により公告し，当該計画の変更案及び変更

等理由書を，次により縦覧に供します。

平成２７年６月３０日

広島市長　　松　井　一　實

１　計画の変更案及び変更等理由書の縦覧期間

自　平成２７年６月３０日

至　平成２７年７月３０日

２　計画の変更案及び変更等理由書の縦覧場所

広島市役所経済観光局農林水産部農政課

（広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号）

広島市安佐南区役所農林建設部農林課

（広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号）

広島市安佐北区役所農林建設部農林課

（広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号）

広島市安芸区役所農林建設部農林課

（広島市安芸区船越南三丁目４番３６号）

広島市佐伯区役所農林建設部農林課

（広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号）

３　意見書の提出

　法第１１条第２項の規定に基づき，広島市の区域内に住所を

有する者は，縦覧期間満了の日までに，計画変更案について，

市に意見書を提出することができます。

⑴　提出先

　　　計画の変更案及び変更等理由書の縦覧窓口

⑵　記載すべき事項

　　ア　提出者氏名及び住所

　　イ　対象となる計画の名称

　　ウ　意見

⑶　その他

　法第１２条第１項の規定に基づき，提出された意見書の要

旨及び当該意見書の処理の結果は，個人が特定できないよう

にした上で縦覧に供します。

４　異議の申出

　法第１１条第３項の規定に基づき，計画のうち農用地利用計

画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その

土地に関し権利を有する者は，当該農用地利用計画の変更案に

一般社団法人　新
情報センター
会長　安藤　昌弘

家計消費状
況調査

平成26年
11月５日

大塚西三丁目
大塚西六丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　西澤　豊

日本人とテ
レビ・２０�
１５調査

平成27年
1月28日 伴北七丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　西澤　豊

生活と意識
についての
国際比較を
目的とした
学術調査

平成27年
1月28日 沼田町大字大塚

株式会社　サーベ
イリサーチセンタ
ー
代表取締役　戸祭
　浩

広島市土砂
災害被災地
域における
ライフライ
ン情報（生
活情報）ニ
ーズ調査

平成27年
2月27日

伴西一丁目～六丁目
伴中央一丁目～六丁目
伴東一丁目～八丁目
伴東町，伴北町
伴北四丁目～七丁目

備考

　１�　公表の対象は，閲覧日が平成２６年４月１日から平成２７

年３月３１日までのものです。

　２�　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合

にあっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいま

す。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区告示第４号

平成２７年６月１９日

　次の広島市国民健康保険被保険者証は，無効としたので告示し

ます。

広島市佐伯区長　　若　林　健　祐

１　保険者番号　３４４０８５

２　被保険者証の記号・番号　佐伯・５１６３１４０

３　被保険者証の交付年月日　平成２６年８月１日

４　被保険者証の有効期限　平成２７年７月３１日

５　無効告示の理由　�偽りその他不正の行為によって保険給付を

受けるために使用されるおそれがあるため

公 告
公　　　　　　　告

第一種市街地再開発事業の終了の認可

平成２７年６月２６日

　都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第７条の２０第１項

の規定により，第一種市街地再開発事業の終了を認可したので，

同条第２項の規定により，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　第一種市街地再開発事業の名称

京橋町地区第一種市街地再開発事業

２　第一種市街地再開発事業の施行者

合同会社　広島京橋開発企業体

３　事業施行期間

自　平成２３年６月１７日
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第２４号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ ４ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１８９条の規定に

基づき提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の

要旨を同法第１９２条の規定により，次のとおり公表します。

広島市選挙管理委員会

委員長　二　國　則　昭

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨

１　選挙の種類

　　平成２７年４月１２日執行　広島市長選挙

２　選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額）

　　２１，１３９，３００円

３　報告書の要旨

　　別紙のとおり。

対して異議があるときは，平成２７年７月３０日の翌日から起

算して１５日以内に市にこれを申し出ることができます。

選管告示
広島市選挙管理委員会告示第２３号

平 成 ２ ７ 年 ６ 月 ２ 日

　平成２７年６月２日現在における地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法

律第５９号）の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定に

よる委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は，次のとおりで

す。

広島市選挙管理委員会

委員長　二　國　則　昭

１�　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　１８，９７２人

２�　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求），第８１条

第１項（市長の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長，市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の委

員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の総数の

８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の

１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算

して得た数

　　　　　　　　　　　　　　２１８，５７０人

３�　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　　中　　区　　３５，６６６人

　　　　　　　　　東　　区　　３２，３０１人

　　　　　　　　　南　　区　　３７，８８３人

　　　　　　　　　西　　区　　５０，１１５人

　　　　　　　　　安佐南区　　６１，２１７人

　　　　　　　　　安佐北区　　４０，８０１人

　　　　　　　　　安 芸 区　　２１，３０４人

　　　　　　　　　佐 伯 区　　３６，９０３人

４�　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１５８，０９４人
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（別紙）

候補者氏名 荒木　實
所属党派 無所属

期間　３月９日から
　　　４月14日まで

出納責任者氏名 内本　紀久男 第１回分
収入
主たる寄附
（氏名，団体名）
藤山　信博
藤山　あとの
伊藤　圭悟
東倉　拓真
建石　玲佳

その他の寄附
その他の収入

今回計
前回計
総　計

（職業）
　設計士
　無職
　学生
　学生
　学生

　　　―　件

（寄附額）

支出
人件費
家屋費

通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費
食糧費
休泊費
雑　費

今回計
前回計
総　計

選挙事務所費
集合会場費

125,000
―　　
―　　
―　　
―　　
―　　
383,460
65,178
―　　
―　　
―　　
17,820

591,458
―　　
591,458

　円

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

―�　
500,000

600,000
―�　
600,000

　円

支出のうち公費負担相当額

項　　　　　　　　　　　　　目 金　額
　　ポスターの作成 ―　　 　円
　　ビラの作成 ―　　 　円

計 ―　　 　円

報告書受理年月日 平成27年4月27日　　　第１回報告分

（別紙）

候補者氏名 河辺　尊文
所属党派 無所属

期間　３月24日から
　　　４月17日まで

出納責任者氏名 亀井　正美 第１回分
収入
主たる寄附
（氏名，団体名）
市民のための市政
をつくる会

尾野　進

その他の寄附
その他の収入

今回計
前回計
総　計

（職業）
　政治団体

　無職

　　　―　件

（寄附額）

支出
人件費
家屋費

通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費
食糧費
休泊費
雑　費

今回計
前回計
総　計

選挙事務所費
集合会場費

70,000
140,000
140,000
―　　

30,000
4,200
821,700
35,900
―　　
―　　
―　　
8,392

1,110,192
―　　
1,110,192

　円

1,040,192

70,000

―�　
―�　

1,110,192
―�　

1,110,192

　円

支出のうち公費負担相当額

項　　　　　　　　　　　　　目 金　額
　　ポスターの作成 ―　　 　円
　　ビラの作成 ―　　

計 ―　　 　円

報告書受理年月日 平成27年4月23日　　　第１回報告分
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（別紙）

候補者氏名 河辺　尊文
所属党派 無所属

期間　４月18日から
　　　４月27日まで

出納責任者氏名 亀井　正美 第２回分
収入
主たる寄附
（氏名，団体名）
市民のための市政
をつくる会

その他の寄附
その他の収入

今回計
前回計
総　計

（職業）
　政治団体

　　　―　件

（寄附額）

支出
人件費
家屋費

通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費
食糧費
休泊費
雑　費

今回計
前回計
総　計

選挙事務所費
集合会場費

―　　
―　　
―　　
―　　

―　　
―　　
―　　
―　　
―　　
―　　
―　　
21,000

21,000
1,110,192
1,131,192

　円

21,000

―�　
―�　

21,000
1,110,192
1,131,192

　円

支出のうち公費負担相当額

項　　　　　　　　　　　　　目 金　額
　　ポスターの作成 ―　　 　円
　　ビラの作成 ―　　

計 ―　　 　円

報告書受理年月日 平成27年4月27日　　　第２回報告分

（別紙）

候補者氏名 小谷野　薫
所属党派 無所属

期間　３月29日から
　　　４月13日まで

出納責任者氏名 蝉本　時江 第１回分
収入
主たる寄附
（氏名，団体名）
こやのかおるサポ
ーターズクラブ

その他の寄附
その他の収入

今回計
前回計
総　計

（職業）
　政治団体

　　　―　件

（寄附額）

支出
人件費
家屋費

通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費
食糧費
休泊費
雑　費

今回計
前回計
総　計

選挙事務所費
集合会場費

410,000
239,200
239,200
―　　

4,006
63,950

1,668,748
―　　
1,796
22,565
―　　
756

2,411,021
―　　
2,411,021

　円

15,000,000

―�　
―�　

15,000,000
―�　

15,000,000

　円

支出のうち公費負担相当額

項　　　　　　　　　　　　　目 金　額
　　ポスターの作成 1,199,748 　円
　　ビラの作成 469,000 　円

計 1,668,748 　円

報告書受理年月日 平成27年4月27日　　　第１回報告分
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（別紙）

候補者氏名 小谷野　薫
所属党派 無所属

期間　４月14日から
　　　５月21日まで

出納責任者氏名 蝉本　時江 第２回分
収入
主たる寄附
（氏名，団体名）

その他の寄附
その他の収入

今回計
前回計
総　計

（職業）

　　　―　件

（寄附額）

支出
人件費
家屋費

通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費
食糧費
休泊費
雑　費

今回計
前回計
総　計

選挙事務所費
集合会場費

840,000
―　　
―　　
―　　
8,881
―　　
500,000
1,853,415
―　　
―　　
―　　
1,620

3,203,916
2,411,021
5,614,937

　円

―

―�　
―�　

―�　
15,000,000
15,000,000

　円

支出のうち公費負担相当額

項　　　　　　　　　　　　　目 金　額
　　ポスターの作成 1,199,748 　円
　　ビラの作成 469,000 　円

計 1,668,748 　円

報告書受理年月日 平成27年6月9日　　　第２回報告分

（別紙）

候補者氏名 橋本　征俊
所属党派 無所属

期間　３月８日から
　　　４月22日まで

出納責任者氏名 九次米　康史 第１回分
収入
主たる寄附
（氏名，団体名）
サステナブルグロウ
佐伯　昌史
正垣　紅
久次米　美和
花本　淳
橋本　朋弥
岡本　玲
濱田　悦路
鈴木　翔太
一ノ瀬　厚
大久保　淳
大新　菊子
酒迎　亮
米今　慎二
山田　徹
山本　啓太
大下　春香

その他の寄附
その他の収入

今回計
前回計
総　計

（職業）
　政治団体
　会社員
　自営業
　会社員
　会社員
　無職
　無職
　会社員
　無職
　無職
　アルバイト
　会社員
　アルバイト
　無職
　無職
　自営業
　会社員

　　　―　件

（寄附額）

支出
人件費
家屋費

通信費
交通費
印刷費
広告費
文具費
食糧費
休泊費
雑　費

今回計
前回計
総　計

選挙事務所費
集合会場費

160,000
50,000
50,000
―　　
―　　
14,443
470,340
73,952
―　　
―　　
―　　
3,376

772,111
―　　
772,111

　円

1,171,078
60,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

―�　
―�　

1,381,078
―�　

1,381,078

　円


